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政務活動費使途基準 

平成２６年４月１日 
（１）調査研究費 

内 容 ・議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する
経費 
（調査委託費、通信運搬費、交通費、宿泊費等） 

具体例 ○議員が行う視察に要する経費（交通費、宿泊費、通行料、タクシー代、レン
タカー代、駐車料金、ガソリン代等） 
○視察先への土産品代（社会通念上、適正な範囲内の金額とする） 
○市の事務、地方行財政等に関する調査を大学や民間調査機関等に委託する場
合に要する経費（調査委託費） 
×食事代（宿泊費とセットになっている朝食代については、支出可） 
×観光、レクリエーション、私的な旅行等に要する経費 

留意事項 (1)視察については、徳島市の事務（地方自治体の公益の事務）に関するもの
とする。 
(2)海外視察は、対象外とする。ただし、姉妹都市交流に係る公式行事に参加
する場合及び全国市議会議長会海外都市行政調査団に参加する場合は支出
可。なお、２分の１の割合で按分する。 
(3)交通費については、実際に要した経費を支出する。〔旅費条例により算出し
た概算的な旅費（交通費、日当、宿泊費）計算は適用できない〕 
(4)領収書を徴することができない公共交通機関の交通費については、利用し
た日付、公共交通機関の名称、区間、金額を記載した支払報告書を作成し、
添付する。 
(5)宿泊費については、やむを得ない場合を除いて、常識の範囲内とする。 
(6)タクシーの利用については、出張先での移動に必要な場合以外の私的・個
人的な活動は不可。使用する場合は、使用日、使用目的、乗車区間等を領収
書等貼付用紙に明記する。 
(7)自家用車やレンタカー利用の場合、燃料費は、実績（移動区間とそのガソ
リン代）が明確な場合、実費分を支出することができる。それ以外は不可と
する。 
(8)領収書等貼付用紙には、先進地調査・現地調査の日程・場所等を明記する
とともに、調査や視察の成果を記載した調査研究報告書を作成し、添付する。
（目的・用務地・日程・調査概要を記載、名刺・資料等を添付する） 
(9)視察関係資料等については、各自が５年間保管する。 
(10)調査委託の内容は、徳島市の事務（地方自治体の公益の事務）に関するも
のとする。 
(11)大学や民間調査機関等に調査委託を行う場合は、具体的な契約内容を記載
した調査委託契約書を作成し、その写しを添付する。また、調査委託の結果
の概要を記載した調査委託報告書を作成し、添付する。 
(12)３親等までの親族を委託先とすることはできない。 
(13)調査委託関係資料については、各自が５年間保存する。 
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（２）研修費 
内 容 ・議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への

参加に要する経費 
（会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、宿泊費等） 

具体例 ○議員が研修会を開催する場合に要する経費 
（会場費、機材借り上げ料、講師謝金、交通費、バス借り上げ料、タクシー
代、通信費、資料代等） 
○議員が他の団体が主催する研究会、研修会に参加する場合に要する経費 
（参加負担金、交通費、宿泊費等） 
○活動内容が政務活動に資することが明確な団体に対する会費 
×食事代（宿泊費とセットになっている朝食代については、支出可） 
×酒食は不可。ただし、他の団体が主催する研修会等において、あらかじめ意
見交換会等が設定されている場合は可。 
×町内会費、老人クラブ会費、ライオンズクラブ・ロータリークラブ会費、商
店街振興組合・商工会等の会費、宗教団体の年会費、同窓会費、賛助金等 
×党大会費、党費、党大会賛助会費等 

留意事項 (1)交通費については、実際に要した経費を支出する。〔旅費条例により算出し
た概算的な旅費（交通費、日当、宿泊費）計算は適用できない〕 
(2)領収書を徴することができない公共交通機関の交通費については、利用し
た日付、公共交通機関の名称、区間、金額を記載した支払報告書を作成し、
添付すること。 
(3)研究会、研修会に伴う宿泊費については、やむを得ない場合を除いて、常
識の範囲内とする。 
(4)タクシーの使用については、研修会に招いた講師の送迎または出張先での
移動に必要な場合以外の私的、個人的な活動は不可。使用する場合は、使用
日、使用目的、乗車区間等を領収書等貼付用紙に明記する。 
(5)自家用車やレンタカー利用の場合、燃料費は、実績（移動区間とそのガソ
リン代）が明確な場合、実費分を支出することができる。それ以外は不可と
する。 
(6)領収書等貼付用紙には、研究会、研修会の開催日・開催場所・日程等を明
記するとともに、研究や研修の成果を記載した研修会報告書を作成し、添付
する。 
(7)研究会、研修会に伴う関係資料等については、各自が５年間保管する。 
(8)団体の会費を支出する場合は、当該団体の活動内容がわかる資料を添付す
ること。 
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（３）広報費 
内 容 ・議員が行う政務活動及び市政について住民に報告するために要する経費 

（広報紙又は報告書印刷費、通信運搬費、会場費等） 

具体例 ○広報紙の作成や送付に要する経費（印刷費、送料等） 
○ホームページの開設に要する経費（ホームページの作成・維持管理費等） 
○市政報告会等の開催に要する経費（会場費、機材借り上げ料、資料印
刷費、送料、茶菓子代等） 
×年賀葉書、暑中見舞いの葉書代及び印刷代 
×名刺代 

留意事項 (1)政務活動の成果を広報し得るものでなければならない。単に議員の活動報
告だけでは不可。 
(2)広報紙、ホームページ開設・運営費等、一般的に政務活動以外のものが含
まれると考えられるものについては、２分の１（特に私的活動等政務活動以
外の利用が多い場合は３分の１）の割合で按分する。 
(3)葉書・切手の購入については、使用目的や内容を記載する。 
(4)市政報告会等を開催した場合は、領収書等貼付用紙に開催日・場所等を明
記するとともに、市政報告会等の概要を記載した会議等報告書を作成し、添
付する。また、開催通知や配布資料等印刷物を作成した場合は、完成品を添
付する。 
(5)市政報告会等に伴う茶菓子代は、実費（常識の範囲内）とする。 
(6)広報紙などの印刷物を作成したときは、領収書等貼付用紙に完成品を添付
すること。 
(7)ホームページの作成業務を民間事業者等に委託する場合は、委託契約書を
作成し、その写しを添付する。 
(8)３親等までの親族を委託先とすることはできない。 
(9)広報紙や資料等は各自で５年間保管する。 
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（４）広聴費 
内 容 ・議員が行う住民からの市政及び議員の政務活動に対する要望及び意見の聴

取、住民相談等の政務活動に要する経費 
（会場費、印刷費、茶菓子代、通信運搬費、交通費等） 

具体例 ○市民との意見交換会、広聴会等の開催に要する経費（会場費、機材借り上げ
料、資料作成費、出席者への茶菓子代等） 
○アンケート調査実施に要する経費（委託料、送料等） 
○市民から要望や意見を聴取するための通信に要する経費（電話、携帯
電話代等） 

留意事項 (1)酒宴と誤解を受ける会議などは不可。 
(2)市民との意見交換会等を開催した場合は、領収書等貼付用紙に開催日・場
所を明記するとともに、市民との意見交換会等の概要を記載した会議等報告
書を作成し、添付する。また、開催通知や配布資料等印刷物を作成した場合
は、完成品を添付する。 
(3)市民との意見交換会等に伴う茶菓子代は、実費（常識の範囲内）とする。 
(4)電話、携帯電話等機器の利用料金の支出については、特に誤解を招かない
ように利用明細を明らかにしておく。祝電・弔電の代金が含まれている場合
は、当該料金を除外する。 
(5)電話、携帯電話代等、一般的に政務活動以外のものが含まれると考えられ
るものについては、２分の１（特に私的活動等政務活動以外の利用が多い場
合は３分の１）の割合で按分する。 
(6)アンケート調査を民間事業者等に委託する場合は、委託契約書を作成し、
その写しを添付する。また、その調査結果の概要を記載した調査委託報告書
を作成し、添付する。 
(7)３親等までの親族を委託先とすることはできない。 
(8)調査委託等関係資料については、各自が５年間保管する。 
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（５）要請・陳情活動費 
内 容 ・議員が要請及び陳情を行うために要する経費 

（通信運搬費、交通費、宿泊費等） 

具体例 ○国や県、その他関係団体等に要請及び陳情を行うために要する経費 
(交通費、宿泊費、資料作成費、送料等） 
×食事代（宿泊費とセットになっている朝食代については、支出可） 
×土産品代 

留意事項 (1)交通費については、実際に要した経費を支出する。〔旅費条例により算出し
た概算的な旅費（交通費、日当、宿泊費）計算は適用できない〕 
(2)領収書を徴することができない公共交通機関の交通費については、利用し
た日付、公共交通機関の名称、区間、金額を記載した支払報告書を作成し、
添付する。 
(3)宿泊費については、やむを得ない場合を除いて、常識の範囲内とする。 
(4)タクシーの使用については、出張先での移動に必要な場合以外の私的、個
人的な活動は不可。使用する場合は、使用日、使用目的、乗車区間等を領収
書等貼付用紙に明記する。 
(5)自家用車やレンタカー利用の場合、燃料費は、実績（移動区間とそのガソ
リン代）が明確な場合、実費分を支出することができる。それ以外は不可と
する。 
(6)領収書等貼付用紙には、要請や陳情を行った日程、行先等を明記するとと
もに、その概要をまとめた要請・陳情活動報告書を作成し、添付する。また、
要望や陳情を行うために印刷物を作成した場合は、完成品を添付する。 
(7)葉書・切手の購入については、使用目的や内容を記載する。 
(8)要請及び陳情に伴う関係資料等については、各自が５年間保管する。 
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（６）会議費 
内 容 ・議員が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換

会等各種会議への参加に要する経費 
（会場費、印刷費、出席者負担金、会費、交通費、宿泊費等） 

具体例 ○議員が各種会議を開催するために要する経費（会場費、機材借り上げ
料、資料印刷費、茶菓子代等） 
○団体等が開催する各種会議に参加するために要する経費（会費、交通
費、宿泊費等） 
×懇親や親睦を主な目的とする会議の開催経費や参加経費 
×食事代（宿泊費とセットになっている朝食代については、支出可） 

留意事項 (1)交通費については、実際に要した経費を支出する。〔旅費条例により算出し
た概算的な旅費（交通費、日当、宿泊費）計算は適用できない〕 
(2)領収書を徴することができない公共交通機関の交通費については、利用し
た日付、公共交通機関の名称、区間、金額を記載した支払報告書を作成し、
添付する。 
(3)会議に伴う宿泊費については、やむを得ない場合を除いて常識の範囲内と
する。 
(4)タクシーの使用については、出張先での移動に必要な場合以外の私的、個
人的な活動は不可。使用する場合は、使用日、使用目的、乗車区間等を領収
書等貼付用紙に明記する。 
(5)自家用車やレンタカー利用の場合、燃料費は、実績（移動区間とそのガソ
リン代）が明確な場合、実費分を支出することができる。それ以外は不可と
する。 
(6)会議に伴う茶菓子代は、実費（常識の範囲内）とする。 
(7)印刷物を作成した場合は、領収書等貼付用紙に完成品を添付する。 
(8)領収書等貼付用紙には、会議の開催日・開催場所等を明記するとともに、
会議の概要を記載した会議等報告書を作成し、添付する。 
(9)会議に伴う関係資料等については、各自が５年間保管する。 
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（７）資料作成費 
内 容 ・議員が行う政務活動のために必要な資料の作成に要する経費 

（印刷製本費、翻訳料、事務機器の購入費又はリース料等） 

具体例 ○情報収集及び資料作成に要する経費 
（資料の印刷・製本代、コピー代、翻訳料、事務用品、パソコン、インター
ネット利用料等） 

留意事項 (1)パソコンやプリンター、コピー機、デジカメ等、一般的に政務活動以外の
ものが含まれると考えられるものについては、２分の１（特に私的活動等政
務活動以外の利用が多い場合は３分の１）の割合で按分する。 
(2)コピー機などの事務機器をリースした場合は、リース契約書の写しを添付
する。 
(3)印刷物を作成したときは、領収書等貼付用紙に完成品を添付する。 
(4)翻訳等資料作成に係る業務を民間事業者等に委託する場合は、委託契約書
を作成し、その写しを添付する。また、作成した資料は、領収書等貼付用紙
に添付する。 
(5)３親等までの親族を委託先とすることはできない。 
(6)作成した資料等は、各自が５年間保管する。 
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（８）資料購入費 
内 容 ・議員が行う政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 

具体例 ○参考図書、定期刊行物、新聞、追録等 
○ソフトウェア、ＤＶＤ等 
○デジタル書籍、通信社等から配信されるデジタル情報等 
×スポーツ新聞、小説、週刊誌、漫画本など 

留意事項 (1)書籍類については、領収書等に書籍名やタイトル名を明記する。 
(2)スポーツ紙、小説、週刊誌など政務活動と関連の薄いものは不可。 
(3)住宅地図やソフトウェア等、一般的に政務活動以外のものが含まれると考
えられるものについては、２分の１（特に私的活動等政務活動以外の利用が
多い場合は３分の１）の割合で按分する。 
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（９）人件費 
内 容 ・議員が行う政務活動を補助する職員を雇用する経費 

具体例 ○賃金、通勤費等雇用に要する経費 
×事務所の管理人・留守居役としての雇用に係る経費 

留意事項 (1)３親等までの親族を雇用することはできない。 
(2)賃金（日額及び時間給等）等金額については、業務内容、勤務条件に見合
った賃金となるよう設定すること。 
雇用形態により事業主の責務が発生する（社会保険等加入、源泉徴収等）。 
(3)２分の１（特に私的活動等政務活動以外の利用が多い場合は３分の１）の
割合で按分する。 
(4)政務活動を補助する職員を雇用する場合は、雇用契約を締結するとともに、
雇用台帳を作成し、それらの写しを領収書等貼付用紙に添付する。 
(5)雇用に当たっては、各自が勤務実態等の証拠書類を残しておくものとし、
５年間保存する。 
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（１０）事務所費 
内 容 ・議員が行う政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

（事務所賃借料、維持管理費、通信運搬費、備品又は事務機器の購入費又はリ
ース料等） 

具体例 ○事務所の賃借料、電気代等 
○事務機器の購入費またはリース料（パソコン、コピー機、ファクシミリ等） 
○事務機器等に付随したインク類、コピー用紙等の消耗品、事務用品等 
○通信料（電話代、インターネット利用料等） 
×事務所賃借に伴う敷金、礼金、引っ越し費用等 
×冷暖房機器・加湿器・除湿器・空気清浄機等 
×冷蔵庫・コンロ・電子レンジ・オーブントースター・コーヒーメーカ
ー・浄水器等 
×安楽椅子・食器棚・絵画・額縁・花瓶等 

留意事項 (1)事務所とは、以下の要件を備えているものとする。 
① 外形上、事務所として認識できる形態、機能を有していること。 
② 賃借の場合は、議員本人が契約者となっていること。 
③ 政務活動が実際に当該事務所で行われていること。 
(2)事務所の賃借料は、地域性を考慮し、適正な額の範囲内において支出する
ことができるが、２分の１（特に私的活動等政務活動以外の利用が多い場合
は３分の１）の割合で按分する。 
(3)賃貸借契約書の写しを年度ごとに添付する。 
(4)コピー機などの事務機器や電話代、電気代、インターネット利用料など、
一般的に政務活動以外のものが含まれると考えられるものについては、２分
の１（特に私的活動等政務活動以外の利用が多い場合は３分の１）の割合で
按分する。 
(5)電話の利用料金の支出については、特に誤解を招かないように利用明細を
明らかにしておく。祝電・弔電の代金が含まれている場合は、当該料金を除
外する。 
(6)冷暖房機器や冷蔵庫等、事務所の環境整備を目的としたものには使用でき
ない。 
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政務活動費として支出できない経費 

 

考 え 方 具  体  例 

政務活動費は、議員としての活
動のすべてに使用できるものでは
ない。 
議員として行う活動のうち、条
例第７条別表に定める政務活動に
要する経費以外には使用できな
い。 

・慶弔・餞別・寸志・病気見舞・年賀状等の交際費的経費 
・党費・党大会参加費、党大会賛助金、党大会参加旅費等
政党活動に関する経費 
・親睦会・レクリエーション等に関する経費 
・後援会活動・選挙運動等に関する経費 
・会派の会費 
・食糧費 

 

 

政務活動費の按分について 

 

考  え  方 具   体   例 

 一般的に政務活動以外のものが
含まれると考えられるものについ
ては、２分の１（特に私的活動等
政務活動以外の利用が多い場合は
３分の１）の割合で按分する。 
 
 

・パソコンやプリンター、コピー機、デジカメ、携帯電
話、タブレット型端末等の購入及び維持管理費 
・携帯電話利用料、インターネット利用料、ホームペー
ジ開設・運営費等 
・事務所の家賃、電話代、電気代等 
・人件費 
・住宅地図、広報紙等 
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政務活動費収支報告書作成に当たっての留意事項 

 

項   目 留   意   事   項 

領 収 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 領収書等の添付 
領収書を政務活動費領収書等貼付用紙に張りつける際には、複数枚の
張りつけも可能であるが、領収書の記載事項が隠れないように注意する
こと。 
(2) 領収書を徴することができない場合 
領収書にかわるものとして、銀行等の振込金受取書、レシート等が考
えられる。 
(3)領収書には、日付・あて名・発行者・金額・印鑑・使用目的が明記さ
れていること。 
① 日     付 領収した日が記載してあること。 
② あ  て  名 議員名が記載してあること。 
③ 発  行  者 記名押印がされていること。 
④ 金     額 支出した金額が記載してあること。 
⑤ 但  し  書 何の代金か明確に記載してあること。（具体的な商

品名、印刷物、書籍名などを記載） 
（領収書に具体的な記載のない場合は、政務活動費
領収書等貼付用紙に使用明細等を明記すること。）

⑥ 収 入 印 紙 消費税を除いて５万円以上の支出の場合、収入印紙
の貼付と消印の押印があること（印紙税法上、貼
付を要しないものを除く）。 

⑦ 記載事項の訂正 訂正箇所に二本線を引き、正しい記載をした上で、
発行権限者の押印（訂正印）が押してあること。 

(4)受領者が判明できないレジのレシートではなく、できるだけ正式の領
収書を使用すること。やむを得ずレシートを使用する場合は、政務活動
費領収書等貼付用紙にその内容がわかるよう、内容、使用目的等を記載
すること。 
なお、時間の経過とともに消えるおそれがあるものは、必ず写しを保
管しておくこと。 

銀行等の 
振込金受取書 

 
 

ア 銀行等の振込金受取書（ＡＴＭ利用明細書等）は、日付、依頼人（議
員名）、受取人、金額が記載されていること。 
イ 明細が記載された請求書の写しをあわせて添付すること。 
ウ 政務活動費領収書等貼付用紙の内訳欄に具体的な内容を記載するこ
と。 

クレジットカード 
使用の場合 

 
 

クレジットカードを使用した日等に徴する領収書を添付すること。 
なお、領収書を徴することができない場合は、カード会社からの請求明
細書等、金額・引き落とし日が確認できる書類及び引き落としされた通帳
の写しを添付すること。 


